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感染症研修会
■□■□

～日頃からの感染対策と発生時の対応～

福山市保健所 保健予防課
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感染症の発生は，突然に起こります。

24時間365日，誰が出勤しているときに，発生するかわかりません。

あなたが，出勤している時かもしれません。

感染症は，日頃の感染対策と発生初期の対応が肝心です。

職員，利用者の安全を守るために，どの職員でも迅速に対応できるように日頃からの準備と
訓練が必要です。

感染症の対応は，知らないと，とても不安になります。

忙しい日々の中，突然に訪れる感染症に備えて，自信をもって対応できるように，まずは，知
ることからはじめましょう。
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はじめに・・・



本日の内容

１ 感染症の基礎

２ 日頃からの感染対策

３ 感染症発生時の対応

～1例目から～（感染症別）

４ 感染症発生時の対応

～集団発生時～（行政への報告）
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本日の研修資料は，
『介護現場における感染症対策の
手引き 第２版
厚生労働省労健局 令和３年３月』
をもとに作成しています。

厚生労働省ホームページより
ダウンロードが可能です。
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１ 感染症の基礎



■感染症とは
環境の中には，様々な微生物がいます。

そのうち，病気の要因となるようなウイルス，細菌，真菌などの病原体が宿主となるヒトや動物

の体の中に入り，臓器や組織の中で増殖することを『感染』と呼びます。

その結果として，熱が出たり，下痢になったり，具合が悪くなることが『感染症』です。
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■感染が成立する3つの要因



◆病原体（感染源）の排除
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■感染症の原因となる可能性のある病原体（感染源）

①体液（血液，尿，便，涙，唾液，膣分泌液，精液など）

※汗を除く

②粘膜面（目，口腔粘膜・鼻腔粘膜など）

③正常でない皮膚（傷，発疹，やけどなどのある皮膚）

④①～③に触れた手指

■標準予防策（スタンダード・プリコーション）が必要！



■標準予防策（スタンダード・プリコーション）
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■３つのポイント
①感染の有無にかかわらず，血液などの体液（汗を除く）は，
感染性があるものとして素手で扱わない

②粘膜面も素手で扱わない

③正常でない皮膚には素手で触らない

必ず手袋を着用。

手袋を脱いだ後は，手指衛生（手洗い，

アルコール消毒等）。1ケア1手洗い。



■介護・看護ケアの状況別の感染予防策
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適切に感染防護具（PPE）の選択をすることが大切。
介護・看護ケアの状況 感染予防策

●血液などの体液，嘔吐物，排泄物（便）等に
触れるとき

●傷や創傷皮膚に触れるとき

手袋の着用。手袋を外した時は，手指衛生
（液体せっけんと流水による手洗い）を行う。

●血液などの体液，嘔吐物，排泄物（便）等に
触れてしまったとき

手指衛生（液体せっけんと流水による手洗
い）を行う。

●血液などの体液，嘔吐物，排泄物（便）等が
飛び散り，目，鼻，口を汚染するおそれのあ
るとき

マスク，必要に応じゴーグルやフェイス
シールドを着用します。

●血液などの体液，嘔吐物，排泄物（便）等で
衣服が汚れ，他の利用者に感染させる恐れ
があるとき

使い捨てエプロン・長袖ガウンを着用。

使用したエプロンやガウンは，別の利用者
のケアでは使用しない。



■職員の手洗い・手指衛生
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『1ケア1手洗い』の徹底が重要！

手袋を着用したまま，
手指消毒は×



◆宿主の抵抗力の向上
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高齢者や基礎疾患がある方は，免疫力が低下して
いることも少なくありません。抵抗力を向上させるた
めには，日ごろから十分な栄養や睡眠をとるととも
に，予防接種によりあらかじめ免疫を得ることも重
要です。



（例）
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◆感染経路の遮断



■感染経路別の予防策
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空気感染（飛沫核感染） 飛沫感染 接触感染

特徴 ・空気中の塵や飛沫核を介す
る感染

・感染性を保ったまま空気の流
れによって拡散し，同じ空間に
いる人もそれを吸い込み感染

・5μm以上の粒子（くしゃみのし
ぶきなど）を介する感染
・飛沫は1ｍ程度で落下し，空
中を浮遊し続けることはない

・感染している人との接触や汚
染された物との接触による感染

・汚れた手で眼，鼻，口，傷口な
どに触ることで病原体が体内に
侵入し感染する

主な
病原体

結核菌，麻しんウイルス，水痘
ウイルス 等

インフルエンザウイルス，風し
んウイルス，ムンプスウイルス，
新型コロナウイルス 等

ノロウイルス，疥癬，MRSA，新

型コロナウイルス，インフルエン
ザウイルス 等

予防策 ＜個人防護＞
N95マスク

＜環境面＞

十分な換気，（医療機関では）
陰圧換気
原則，個室対応。

＜個人防護＞
原則，サージカルマスク

＜環境面＞
十分な換気
原則，個室対応

＜個人防護＞
・手袋，（体液を扱う時は）長袖
ガウン
・こまめに手洗いや手指衛生
＜環境面＞
・ペーパータオルの使用

※「エアロゾル感染」については，【新型コロナウイルス感染症】で説明します。
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２ 日頃からの感染対策
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■環境の整備
自動水栓，ペーパータオル，足ふみ式の開閉口のゴミ箱等

■施設・事業所内の清掃
①日常的な清掃 原則1日1回以上（汚染しやすい場所は複数回実施）

掃除の基本は拭き取りによるほこり等の除去

湿式清掃（一方向に拭き取り）＋換気

②特に丁寧に清掃を行う必要のある場所の掃除

（ア）床

（イ）トイレ
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（ウ）浴室
レジオネラ感染症予防対策のために，通所系サービスでも浴室を設置している事業所は必ず行うこと

毎日実施する衛生管理 １．脱衣室の清掃
２．浴室内の床，浴槽，腰掛けの清掃
３．浴槽の換水（非循環型：毎日，循環型：1回以上/週）
４．残留塩素濃度（基準0.4～1.0mg/L)の測定

時間を決め，残留塩素濃測定器で測定
結果の記録は3年間保管

定期的に実施する衛生管理 １．循環型浴槽：1回以上/週，ろ過器を逆洗し消毒
２．自主点検（重要）※業者への委託も可能
３．浴槽水のレジオネラ属菌等の検査：

非循環型 年1回以上， 循環型 年2回以上
４．浴槽，循環ろ過器および循環配管設備等の点検（洗浄，消毒）：

年1回実施 検査結果は3年間保管
５．貯湯タンクの点検と洗浄：年1回実施
６．シャワーヘッドを外して，ぬめりを取る：半年1回程度

■施設・事業所内の清掃

（循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル 令和元年12月17日改正参考）



18

（エ）加湿器
加湿器の種類：気化式（ヒーターレス），過熱気化式（ハイブリッド式）

蒸気式（スチーム），超音波式

レジオネラ感染症予防対策のために，通所系サービスでも加湿器を設置している事業所は必ず行う
こと

毎日実施する衛生管理 家庭用加湿器:
（使用期間中）タンクの水の交換：毎日

タンク内の掃除 ：毎日

定期的に実施する衛生
管理

建物内の設備に組み込まれた加湿装置：
（使用期間中）汚れの状況の点検：月1回以上

清掃：少なくとも年1回以上

■施設・事業所内の清掃
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薬品名 商品の例 消毒対象 特徴・注意

消毒用エタノール イソプロパノール，消毒
用エタノール
等

手指，皮膚

ドアノブ，カート，洋式ト
イレの便座等

・傷口や粘膜には使用
できない。
・火気厳禁

次亜塩素酸ナトリウム ミルトン，ピュリファンＰ，
ピューラックス
等

使用濃度0.02%の場合：
食器，まな板，リネン
使用濃度0.1％の場合：
ウイルス汚染環境
（嘔吐物，排泄物）

・強力な消毒薬
・手指衛生に用いない
・作り置きは1日分とし，
冷暗所で保管。
・金属部分は腐食する
・酸と混ぜると危険
・色もの衣料は色落ち

■消毒とは
消毒は，病原微生物を感染症を引き起こさない水準まで殺して数
を減少させます。煮沸消毒，紫外線を用いる消毒方法もある。
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次亜塩素酸ナトリウム液の噴霧
については，消毒にムラが生じや
すいことと，作業者の吸入曝露の
観点から推奨されていません。

【注意】

空間噴霧は危険です！！！
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３ 感染症発生時の対応
～1例目から～（感染症別）



22

■感染症法の概要

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」
（感染症法）は，感染症の発生の予防を図り，公衆衛生の向上
及び増進を図ることを目的としている。対象とする感染症を感染
力や罹患した場合の重篤性に基づき，危険性が高い順に，一類
感染症から五類感染症に分類している。

福山市ホームページにも掲載しています。↓↓↓

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/hokenyobo/17485.html

感染症 種類

結核 二類感染症

腸管出血性大腸菌感染症 三類感染症

レジオネラ症 四類感染症

感染性胃腸炎
五類感染症インフルエンザ

新型コロナウイルス感染症

●介護施設で，しばしば集団感染や重篤化等の問題となる感染症●



■結 核
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感染症法上分類 二類感染症

潜伏期間 6か月～２年（1年以内が多い）
感染後，数十年後に発病することもある。

感染経路 空気感染（飛沫核感染）
喀痰の塗抹検査で陽性の間は感染力が強い。

主な症状・診断 呼吸器症状（痰と咳，時に血痰・喀血）
全身症状（発熱，寝汗，倦怠感，体重減少）

【肺結核】，【肺外結核】，【粟粒結核】，【結核性髄膜炎】等があり，全身性に
病変形成がみられる。

【潜在性結核感染症】結核に感染しているが，発病していない状態。胸部
エックス検査や結核菌検査では異常所見はなく，結核による症状もない。発
症リスクの高いものに対しては，治療が行われる。

※２週間以上，咳が続く場合は速やかに医療機関の受診を！！！



■日本における結核の発生動向
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【特徴】

70歳以上の発生が
全体の6割以上（63.5％）
を占めている

高齢になるほど，
発生の割合は大きい

高齢者施設において，
日頃からの感染対策が重要！

公益社団法人結核予防会JATAホームページより
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高齢者の結核の特徴
高齢者では，過去に感染し無症状で経過していたが，長い年月を経て免疫力の低下とともに結核を
発症する場合があります。また，高齢者の場合，食欲不振や体重減少などの全身症状が主となり，
咳，痰等の症状がみられないことがあります。そのため，日頃の体調の変化に注意し，早めに医師
の診察を受けるようにしましょう。

日頃の対応
 こまめな換気
 日当たりのよい環境づくり
 利用者の体調管理
 定期健康診断 年1回 胸部エックス線検査の実施

結核の集団感染対策のために，「結核の早期発見」と「施設内で結核が診断
された時，あせらずに対応ができること」を目的に作成されています。
※結核予防会のホームページからダウンロードできます。

結核菌は紫外線（日光）に弱い
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発生時の対応

医師が結核を疑い，喀痰検査および胸部エックス線検査を行います。

検査結果を待つ間から感染予防策を開始します。

検査の結果，「結核」と判明した場合
排菌している場合：本人は入院加療となる場合が多い。
（感染力を持つ） 接触者は，保健所の指示に従い，接触者調査が行われ，必要に応じて健診を受ける。

接触者健診は，多くの場合は最終接触から2か月後以降に行われる。

排菌していない場合：隔離は不要となる場合も多い。本人の治療にあたり，医師や保健所の指示に従う。
（感染力がない）

感染の疑いがある利用者 ・可能な限り個室対応
・サージカルマスクを着用

看護・介護職員 ・Ｎ９５マスクを着用
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治療中の利用者への対応
 検査にて感染力があることが確認された場合，結核の就業制限「接客業その他の多数の者
に相対している接触する業務」がかかり，ほとんどの場合，入院加療となります。

 検査にて感染力がないことが確認されれば，結核の就業制限は解除され，通常の生活を送
ることができます。

 治療は，耐性菌を作らないために，医師の指示に従い，内服薬を確実に飲みきることが大
切です。
服薬管理のために，定期的に保健所からもご本人の服薬状況の確認を行います。

 結核の既往や服薬中であることを理由にサービス提供を拒否することはできません。

（各介護保険サービスの運営に関する基準省令に「提供拒否の禁止」が規定されていま
す。）

※詳しくは 35ページ



■インフルエンザ
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感染症法上分類 五類感染症

潜伏期間 平均２日（１～４日）

感染経路 飛沫感染・接触感染
感染期間は発熱１日前から３日目をピークとして７日目頃まで

主な症状・診断 悪寒，頭痛，高熱（39～40℃）もしくは，頭痛とともに咳，鼻汁で始まる場合もある。
全身症状（倦怠感，頭痛，腰痛，筋肉痛など）
呼吸器症状（咽頭痛，咳，鼻汁，鼻づまり）
消化器症状（嘔吐，下痢，腹痛）

脳症を併発した場合は，けいれんや意識障害を来し，死に至ることや，後遺症を残
すこともある。

※解熱剤によっては，脳症を起こすことがあるので，どの薬を使用したら良いかは
医師に相談すること。
※高齢者は発熱が顕著でない場合があるので，要注意
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発生時の対応

早めの診断！早めの治療！で重症化を防ぐ
職員が感染した場合の休業期間を施設で決めておく

医師の判断で，曝露した可能性が高い利用者（同室者など）に対して，抗インフルエンザ薬の
予防内服が行われる場合があります。

日頃の対応
 こまめな換気
 咳がある利用者はサージカルマスクを
 流行シーズン前のワクチンの検討
 日常的に行うべき対策（予防対策），実際に発生した際の対策（行動計画）を策定しておく
 １ケア１手洗い（手指消毒）の徹底

感染した（疑いがある）利
用者

・可能な限り個室対応もしくは，感染者を同室とする
・サージカルマスクを着用

看護・介護職員 ・サージカルマスクを着用



■新型コロナウイルス感染症
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感染症法上分類 五類感染症（２０２３/５/８～）

潜伏期間 主に約２日程度（１～１４日）
現在流行しているオミクロン株は多くが２～３日程度，長くとも７日以内

感染経路 飛沫・エアロゾル感染，接触感染
※発症前（発症２日前から）や，無症状病原体保有者からの感染リスクもあり

主な症状・診断 ・発熱，呼吸器症状（咳，咽頭痛，鼻汁，鼻閉など），頭痛，倦怠感，嗅覚症状・味
覚症状

・重症化する場合，１週間以上，発熱や呼吸器症状が続き，息切れなど肺炎に関
連した症状を認め，その後，呼吸不全が進行する。重症化する例では，肺炎後の
進行が早く，急激に状態が悪化する例が多いため，注意深い観察と迅速な対応
が必要。
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発生時の対応

職員が感染した場合の休業期間を施設で決めておく

日頃の対応
 こまめな換気
 適切なタイミングの手洗い，もしくは手指消毒
咳がある利用者はサージカルマスクを
ワクチンの検討

日常的に行うべき対策（予防対策），実際に発生した際の対策（行動計画）
を策定

感染した（疑いがある）利用者 ・可能な限り個室対応
もしくは，感染者を同室とする
・サージカルマスクを着用

看護・介護職員 ・サージカルマスク，フェイスシールドを着用（常時）
・吸引などエアロゾルが発生する処置の場合は，Ｎ９５マスク
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※エアロゾル感染とは…

「エアロゾル」は，口腔や鼻腔から発せられる唾液や鼻汁が，会話，咳などで粒子化した
もので，「エアロゾル感染」は，ウイルスを含むエアロゾルを吸引することで感染すること。

■窓開けによる換気のコツ

数値でみると・・・
ＣＯ２濃度 １０００ppm以下

室温 １８～２８度

相対湿度 ４０～７０％

飛沫・エアロゾル感染対策に換気が重要！！！

◆対角線上にあるドアや窓の２か所を常時開放
◆窓が１つしかない場合は，部屋のドアを開けて，扇風機などを窓の外にむけて設置
◆換気用ファンやＨＥＰＡフィルター付空気清浄機の使用などで補完

特に，夏場は
温度管理に注意！
熱中症に気を付けよう
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換気の留意点

望ましい空気の流れを作る

※扇風機やサーキュレータはエアロゾルを発生させうる人の風下側に設置し，その間には立ち入らない

食事介助・入浴介助・口腔ケア時は，サージカルマスク+フェイスシールド
に加え，局所換気を

空気がスムーズに流れるように，ファンの強さや位置を調整
線香，ティッシュ，糸，スモークテスターなどを使用

二酸化炭素濃度測定器の設置
換気がしにくい更衣室，脱衣所，職員休憩室の換気の状況が確認しやすい

室温を大きく変動させない

※参考：厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策分科会「感染拡大防止のための効果的な換気について」

介護者（マスク着用）⇒ 被介護者 ⇒ 扇風機・サーキュレータ ⇒ 排気口[窓や排気扇]



■感染性胃腸炎
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感染症法上分類 五類感染症

病原体 主としてノロウイルス

潜伏期間 ノロウイルスは12～48時間

感染経路 飛沫感染，接触感染，経口（糞口）感染。ノロウイルスは貝などの食品を介しての
感染もある。

便中や嘔吐物に多量のウイルスが含まれており，感染源となる。感染力も強い。
乾燥してエアロゾル化した嘔吐物が感染源となる空気感染もある。感染力は急性
期が最も強く，便中にウイルスが３週間以上排出されることもある。

主な症状・診断 嘔吐と下痢が主症状。多くは２～７日で治るが，脱水，けいれん，肝機能異常，脳
症などを合併し，命に関わることもある。脱水に対する予防や治療が最も大切。
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•ハンドソープ（１０秒）と流水（１５秒）×２回でよく手を

洗う。

• タオルの共有は避け，清拭なタオルやペーパータオ
ルで拭く。

①手洗いの励行

（排泄時，食事の前など）

• ０．１％（1,000ppm）次亜塩素酸ナトリウムで清
拭消毒

•重点箇所：感染者が使用したトイレ・風呂場・洗面所等

②消毒

•加熱は中心温度８５～９０℃で９０秒以上で

•野菜等調理前によく流水で洗う

③食品管理と

十分な加熱

発生時の対応 （ノロウイルス編）
～二次感染を防止するために気を付けること～
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・ 原因食品，感染経路の究明が最も重要！！！
・ 下痢・腹痛などの症状があれば，速やかに医療機関を受診する
・ ①～③は日頃から徹底

• 一番最後に入る

• できるだけ浴槽につからず，シャワーまたはかけ湯に

• タオルの共有は避ける
④入浴時の注意

• オムツ交換のときは，使い捨て手袋を着用

•便のついたオムツは，蓋つきバケツか，すぐにビニール袋に入れて口をしばる

•便で汚れた衣服は，消毒（つけおき）をしてから，別に洗濯

⑤適切なオムツ交換

・排泄物処理



37

■嘔吐物・排泄物の処理

適切な防護具 ・サージカルマスク
・使い捨てビニールエプロン（長袖ガウン）
・使い捨て手袋
（できればゴーグル，靴カバーも着用）

処理対応物品を蓋つきバケツなどに入れてひとまとめにして，各フロアに置いておく

おすすめ！

・サージカルマスク ・次亜塩素酸ナトリウム
・ビニールエプロン ・ペーパータオル
・使い捨て手袋 ・使い捨て布
・ビニールのゴミ袋 ・そのほかの必要物品（新聞紙等）
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★福山市保健所の保健予防課又は生活衛生課のホームページ

からダウンロードできます。ぜひ１冊は準備を！！

発生時の対応 （ノロウイルス編）
～二次感染を防止するために気を付けること～



■腸管出血性大腸菌
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感染症法上分類 三類感染症

病原体 Ｏ１５７，Ｏ２６，Ｏ１１１など様々なベロ毒素産生性大腸菌

熱に弱いが，低温条件には強く，水の中では長期間生存する。少量の菌でも腸
管内で増殖し，その毒素によって発病する。

潜伏期間 １０時間～６日

感染経路 接触感染，経口（糞口感染）。生肉などの飲食物から感染。少ない菌量でも感染
する。便中に菌が排出されている間は感染力がある。

主な症状・診断 水様下痢便，腹痛，血便。尿量減少や出血傾向，意識障害は重度な合併症を示
唆する症状で，生命の危険があるため，特に速やかに医療機関を受診する。

治療は，下痢，腹痛，脱水に対しては水分補給，補液など。また下痢止め剤の使
用は，毒素排出を阻害する可能性があるので使用しない。
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感染性胃腸炎
（ノロウイルス）

腸管出血性大腸菌

消毒 次亜塩素酸ナトリウム

※消毒用アルコールは効果低い

次亜塩素酸ナトリウム

消毒用アルコールも有効

食品の
加熱温度

時間

中心温度８５～９０℃で
９０秒以上で

中心温度７５℃以上で
１分以上で

感染性胃腸炎（ノロウイルス）と腸管出血性大腸菌の対応の相違点



■レジオネラ症
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感染症法上分類 四類感染症

病原体 レジオネラ属の細菌
※レジオネラによる感染症は，レジオネラ肺炎とポンティアック熱がある。

潜伏期間 レジオネラ肺炎：２～１０日
ポンティアック熱：１～２日

感染経路 レジオネラは自然界の土壌に生息し，レジオネラによって汚染された空調冷却塔
水等により，飛散したエアロゾルを吸入することで感染する。

施設内等における感染源として多いのは，循環式浴槽水，加湿器の水，給水・給
湯水等である。人から人への感染はないと言われている。

主な症状・診断 レジオネラ肺炎：レジオネラ症の大半を占め，肺炎を特徴とする。全身倦怠感・筋
肉痛・頭痛・高熱・意識障害・腹痛などがある。有効な抗菌薬治療がなされなけれ
ば，致死率が６０～７０％に上る。これらの症状がでたら，速やかに病院受診する。

ポンティアック熱：発熱・咳・悪寒・頭痛などを伴い，肺炎は見られない。予後良好
で，２～５日で自然治癒する。
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日頃の対応（予防法）

～徹底した衛生管理で，レジオネラ症は防げます！！～

きちんと衛生管理されていない加湿器や循環式浴槽水や井戸水が，感染源とな
ることが多いです。
井戸水を使用している場合は，適切な消毒をして使用する必要があります。

発生時の対応

施設・設備の現状を保持したまま，速やかに保健所に連絡し，原因調査に協力

浴槽が感染源の可能性が高いので，浴槽は直ちに使用禁止とする

調査の結果，施設内の浴槽水等が原因と判明した場合は，保健所からの改善指導に従い，対
策を講じる



■HIV感染症・エイズ
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感染症法上分類 五類感染症

病原体 ヒト免疫不全ウイルス（HIV）

潜伏期間 数週間～十数年

感染経路 HIV感染者の血液，精液（膣分泌物）等体液と粘膜の濃厚な接触。
静脈感染（注射器の回し打ち）。
HIV感染母親からの母子感染。
※唾液，涙，汗，便，尿からの感染の報告はない。

主な症状・診断 HIV感染症は，感染後1～2週間以内で急性感染症症状（風邪様症状）を約半数で
もとめますが気が付かないこともある。HIV感染により免疫力が低下した後，日和
見感染症等を合併しAIDS（ｴｲｽﾞ）を発症する。ADISの症状はこれらの合併症の症

状で，多くの場合，ニューモシスチス肺炎に伴う呼吸器症状（発熱，咳，痰，息切
れ）を認める。

東京都感染症マニュアル2018参考



■HIV感染症・エイズ治療の最新情報
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公益社団法人ｴｲｽﾞ予防財団作成パンフレットより

HIV感染症/エイズの医療は進歩しています。
いまのところ，体内からHIVウイルスを完全に取り除く治療はありません。しかし，早期にHIV感染

を知り，適切な治療を継続すれば，エイズの発症を防いで，感染していない人と同じくらい長く，健
康的な社会生活を送ることができるようになりました。現在は新しい薬が増え，1日1錠の服薬です
む薬も多数開発されています。
適切な治療を継続的に受けることにより，体内のウイルス量が大きく減少すれば，HIVに感染して
いる人から他の人への感染リスクをゼロに近いレベルまで下げることができるようになりました。

介護の現場において，HIV・エイズの主な感染経路はB型肝炎やC型肝炎と同様に血液感染です。

地域で，感染している人もしてない人も共に暮らせるように，正しい知識を持ち，理解することが
すすめられています。
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４ 感染症発生時の対応
～集団発生時～（行政への報告）



■行政への報告
【報告要件】

ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらが疑われる

死亡者又は重篤患者が１週間以内に２名以上発生した場合

イ 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者

が１０名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

ウ 上記以外の場合であっても，通常の発生動向を上回る感染症

等の発生が疑われ，特に施設長が報告を必要と認めた場合

（参照）2005年（平成17年）2月22日厚生労働省健康局長ほか通知「社会福祉施設等
における感染症等発生時に係る報告について」

2023年５月８日から

新型コロナウイルス感染症も含む
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社会福祉施設等で感染症が発生した場合の対応について
（福山市ホームページ）
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感染症発生時の報告様式（福山市ホームページ）

掲載日：2023年8月2日更新
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様式１ 施設概要報告書

※初回報告時のみ提出

施設の概要を記入

感染症発生状況の概要を記入

発生時の対応チェックリスト
報告時点で，すべてが実施できていなくても，すべて
実施できるように対応を！！！
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様式２ 感染症発生状況記入票

※初回報告時と，その後毎日の状況を追加入力し ，所管課と保健予防課へメールで報告



今回紹介したもの以外にも・・・
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今回紹介したもの以外にも・・・
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ご清聴ありがとうございました


